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さいたま市告示第２３９号 

さいたま市立病院広告付きデジタルサイネージ等設置事業について、公募型プロポーザルの手続を

実施します。つきましては、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。 

令和８年２月６日 

 

さいたま市長 清 水 勇 人  

 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立病院広告付きデジタルサイネージ等設置事業 

⑵ 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 

⑶ 業務概要 

さいたま市立病院を訪れる者への情報発信を目的とし、本市が指定する場所を有償で借り受け、

広告付きデジタルサイネージ及び周辺地図案内板を設置し、維持管理を行うもの。 

⑷ 履行期間 

令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和７･８年度さいたま市入札参加資格者名簿（営業品目（大分類）：８０ 催物等）に搭載さ

れている者 

⑵ 令和５年４月１日以降に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上

に亘って締結し、これらを全て誠実に履行した実績を有すること。 

⑶ 直近２か年において法人税並びに法人市民税（さいたま市内に本店、支店、事業所等を有する

場合）を滞納していないこと。 

⑷ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑸ 告示の日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する

契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措

置を受けている期間がない者であること。 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑺ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
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⑻ 共同事業体で参加をする場合は、⑴から⑺までの要件を全ての者が満たすこと。 

３ 企画提案にかかる公募要領等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、公募要領等を交付する。 

⑴ 交付場所 

ア 〒３３６－８５２２ さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市 保健衛生局 市

立病院 病院経営部 病院施設管理課 管理・防災係 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/012/p127654.html 
⑵ 交付期間 

本告示日から令和８年３月１２日まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま

市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後４時まで。） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 現地説明会 

  実施しない 

５ 質問の受付及び回答 

企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり質問することができる。 

なお、電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。 

⑴ 受付期間 

本告示日から令和８年３月１２日まで（休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午

後４時まで） 

⑵ 質問方法 

電子メール（hsp-shisetsu-kanri@city.saitama.lg.jp）で提出すること。（詳細は公募要領等

による。） 

⑶ 質問に対する回答 

質問の内容及び回答は、令和８年３月２日 午後４時を目途に、３⑴イに記載のさいたま市ホ

ームページ上に掲載する。 

なお、質問者の名称は非公開とする。 

６ 参加意思の表明手続き 

企画提案書の提出を希望する者は、次により参加意思の表明手続きを行い、参加資格の確認審査

を受けること。 

⒧ 提出書類 

ア 参加意思表明書兼資格確認審査申請書 

イ 公募要領等に定める書類 

⑵ 提出期間 

３⑵に同じ。 

⑶ 提出場所 

３⑴アに同じ。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/012/p127654.html
mailto:hsp-shisetsu-kanri@city.saitama.lg.jp
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⑷ 提出方法 

持参 

７ 参加資格確認結果通知書の交付 

提出された必要書類等について審査・確認後、不備等がなかった場合には提出者に参加資格確

認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ。 

⑵ 交付日時 

令和８年３月２３日を予定 

８ 企画提案書の提出 

⑴ 提出書類 

企画提案書等一式（詳細は公募要領等のとおり。） 

⑵ 提出期間 

令和８年３月２３日から４月８日まで（休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午

後４時まで。） 

⑶ 提出場所 

 ３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 

 持参 

９ 事業者決定の方法 

事業者の決定にあたっては、広告付きデジタルサイネージ等設置事業者選定委員会（以下「委員

会」という。）においてプレゼンテーション審査を実施し決定する。 

なお、審査方法等の詳細については、公募要領等を参照すること。 

１０ プレゼンテーション審査 

 参加資格確認結果通知書により、参加資格を有すると認められた者のうち、プレゼンテーション

審査への出席を要請された者は、令和８年４月２４日に実施を予定する委員会において、企画提案

書を補完する説明を行うこと。 

なお、時間、場所等の詳細については、参加資格確認結果通知書とあわせて通知する。 

１１ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院施設管理課 

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１２ その他 

⑴ この企画提案書の招請手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑵ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

⑶ 詳細は公募要領等による。 


